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諮問番号：行政不服審査諮問第１６号

答申番号：川情審査行服答申第１６号

答 申 書

第１ 審査会の結論

川口市長（以下「処分庁」という。）が令和４年２月１５日付けで審査請求人

○○○○（以下「請求人」という。）に対して行った法人市民税決定処分につい

て、請求人が同年３月３日付けで提起した審査請求（令和３年（審）第１号。以

下「本件審査請求」という。）は、棄却するのが妥当である。

第２ 事案の概要

本件は、請求人が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで、同年４ 

月１日から令和２年３月３１日まで及び同年４月１日から令和３年３月３１日ま 

での各年度に係る法人市民税の申告書の提出を行わなかったことを理由として、 

処分庁から令和４年２月１５日付けで各年度に係る法人市民税の額の決定処分

（以下これらの処分を総称して「本件決定処分」という。）を受けたことから、そ 

の取消しを求めるものである。

第３ 請求人の主張

請求人は、令和３年９月１０日付けの法人市民税の取扱いに関する通知によ  

り、平成３０年４月１日以降の各年度に係る法人市民税の申告と納付を求めら  

れたことから、法人市民税の取扱いについて処分庁の説明を求めた。本件決定  

処分は、請求人が当該説明に納得ができず、当該申告を行わなかったことから  

なされたものである。 

法人市民税の減免を受けようとする場合は、納期限内に申請を行う必要があ  



２

るとされているところ、請求人が平成３０年に本市に移転をした時点で処分庁  

が当該通知を行っていれば、請求人としても減免の申請を行うことが可能であ  

った。それにもかかわらず、処分庁は、令和３年９月に至るまで請求人に当該  

通知を行うことはなかった。 

請求人としては以上のような経緯のもとになされた本件決定処分に不服があ  

ることから、その取消しを求めるものである。

第４ 処分庁の主張

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）による改正前の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）（以下「法」という。）第２９４条第１項及び

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号。以下「条例」という。）第２３条第１項

の規定により、市内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）を有する法

人は、市民税の納税義務者となり、また、法第３２１条の８第１９項及び条例第

４８条第１項の規定により、公共法人等は毎年４月３０日までに法人市民税の均

等割額を記載した申告書を市長に提出するとともに、当該均等割額を納付しなけ

ればならないこととされている。 

  本件決定処分は、以上の法及び条例の規定にもかかわらず、請求人が平成３  

０年５月に主たる事務所を本市に移転して以降、法人市民税の均等割額につい  

て市長に申告書を提出することがなかったことから、法第３２１条の１１第２  

項の規定により、処分庁がその調査に基づき行ったものである。

また、請求人は、請求人が平成３０年に主たる事務所を本市に移転した時点  

以降の早い時点で、法人市民税の取扱いに関する通知を行うことができたにも  

かかわらず、処分庁が当該通知を行わなかったことに不服がある旨を主張する。 

  しかし、請求人からの申出がなければ主たる事務所が市内に移転した事実を処  

分庁が即時に把握することは困難であり、よって、請求人が主張するような時期

に処分庁から当該通知を行うことも困難であった。さらに、当該通知は、法令の
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規定に基づくものではなく、処分庁に当該通知を行う法的な義務はない。 

  以上のとおり、本件決定処分は、法及び条例の定めに従ったものであり、違  

法又は不当な点はない。 

  よって、請求人の主張には理由がないことから、本件審査請求は棄却される  

べきである。

第５ 審理員意見書の理由

 １ 認定される事実について 

   第２事案の概要によるもののほか、認定される事実は次のとおりである。 

  (1) 請求人は、「「スポーツ愛好者、子供たち、一般市民」に対して、「スポーツ

競技選手の指導・養成」、「スポーツ、フィットネス他、健康維持・増進活動

の支援」、「スポーツイベント、スポーツ大会の企画・運営」、「スポーツ及び

健康維持・増進に関する情報提供」に関する事業を行い、「スポーツ振興と

人々の健康で心豊かな暮らしや地域の活性化」に寄与することを目的とする」

特定非営利活動法人である。 

  (2) 請求人は、収益事業（法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第５条   

に規定する収益事業をいう。以下同じ。）を行っていない。 

  (3) 請求人は、平成３０年５月３０日に東京都世田谷区から本市に主たる事務   

所を移転し、以来その主たる事務所は本市に所在している。 

  (4) 請求人は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで、同年４月   

１日から令和２年３月３１日まで及び同年４月１日から令和３年３月３１日   

までの各年度に係る法人市民税の均等割額の申告書を処分庁に提出せず、ま   

た、当該均等割額を処分庁に納付していない。 

  (5) 処分庁は、令和３年９月１０日付けの文書（「特定非営利活動法人に対す   

る法人市民税の取扱いについて」）により、請求人に対し、市内に事業所を開

設した（既に開設している）特定非営利活動法人は法人設立届の提出が必要
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であること並びに収益事業を行っていない特定非営利活動法人についても年

額５０，０００円の法人市民税の均等割額を申告し、納付する必要があるこ

と及び市民税減免申請書を提出することにより当該年度分の法人市民税の減

免を受けることができることを通知した。 

  (6) 請求人は、令和３年９月１６日付けで処分庁に法人届出書を提出した。 

  (7) 処分庁は、令和３年１１月２５日付けの文書（「法人市民税の申告につい   

て（お願い）」）により、請求人に対して、平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日まで、同年４月１日から令和２年３月３１日まで及び同年４月

１日から令和３年３月３１日までの各年度に係る法人市民税の申告書が提出

されていないこと及び期限である同年１２月２４日までに法人市民税の申告

が行われない場合は法第３２１条の１１第２項の規定により法人市民税の額

の決定処分を行うことを通知した。 

  (8) (7) の通知の別紙（「川口市における法人市民税の税率」）には、公共法   

人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のものに   

係る法人市民税の均等割額は５０，０００円であることが記載されていた。 

  (9) 処分庁は、本件決定処分に当たって、内閣府の特定非営利活動法人に関す   

るデータベース等の情報により、請求人が令和２年９月１日から令和３年８   

月３１日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により具体的な活動を   

行っていないことを確認した（内閣府ホームページ「内閣府ＮＰＯホームペ

ージ」）。 

  (10) (7) の期限を徒過しても当該申告書の提出がなかったことから、処分庁   

は令和４年２月１５日付けで本件決定処分を行った。本件決定処分に係る通   

知書には、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの年度に係る   

均等割額は４１，６００円（均等割月数１０月）と、同年４月１日から令和

２年３月３１日までの年度に係る均等割額は５０，０００円（均等割月数１

２月）と、同年４月１日から令和３年３月３１日までの年度に係る均等割額
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は２０，８００円（均等割月数５月）と記載されるとともに、それぞれの処

分の理由として「確定申告書の未提出による決定」と記載されていた。 

 ２ 本件決定処分の違法性及び不当性についての検討 

  (1) 本件決定処分の要件の充足について 

    法第３２１条の８第１９項及び条例第４８条第１項の規定によれば、公共   

法人等は、毎年４月３０日までに、前年４月１日から３月３１日までの事実   

（市内に事務所等を有する事実）に基づいて算定した均等割額を記載した申   

告書を市長に提出しなければならないこととされている。そして、法第３２

１条の１１第２項の規定によれば、市長は、公共法人等が当該申告書を期日

までに提出しないときは、調査によって、申告すべき均等割額を決定するも

のとされている。 

    本件決定処分は、認定された事実(4) のとおり、特定非営利活動法人たる   

請求人が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで、同年４月１日   

から令和２年３月３１日まで及び同年４月１日から令和３年３月３１日まで   

の各年度に係る法人市民税の申告書を提出していないことから、以上の法定   

の要件を充足した上でなされたものである。 

  (2) 本件決定処分における均等割額について 

    法第３２１条の８第１９項の規定によれば、法人市民税の均等割額につい   

ては、前年４月１日から３月３１日までの期間中において当該公共法人等が   

市内に事務所等を有する期間に応じて算定するものとされている。 

    なお、当該算定の根拠となる「事務所等」については、「地方税法の施行   

に関する取扱い（市町村税関係）（平成２２年４月１日 総税市第１６号）」

第１章第１節の「６ 事務所又は事業所」によれば、「事業の必要から設けら

れた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいう

もの」であり、人的設備、物的設備及び事業の継続性の３つの要素を有する

ものとされている。そのため、当該事務所等が休業し、事業を行っていない
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期間については、事業の継続性の要素を欠き、法人市民税の均等割額の算定

の対象とならない。 

    本件決定処分のうち、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで   

の年度に係る処分については、認定された事実(3) のとおり、請求人が平成

３０年５月３０日に本市に主たる事務所を移転したことから、均等割月数を

１０月（法第３１２条第４項の規定により１月に満たない期間は切り捨てて

計算するもの）と、均等割額を４１，６００円（同項の規定により均等割額

（５０，０００円）に当該年度中において市内に主たる事務所を有していた

月数（１０月）を乗じて得た額を１２で除して算定するとともに、法第２０

条の４の２第３項の規定により１００円未満の端数を切り捨てて計算するも

の）と決定したものである。 

    次に、本件決定処分のうち、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日   

までの年度に係る処分については、認定された事実(3) のとおり、請求人が

当該期間中、本市に主たる事務所を有していたことから、均等割月数を１２

月と、均等割額を５０，０００円と決定したものである。 

    次に、本件決定処分のうち、令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま   

での年度に係る処分については、認定された事実(3) 及び(9) のとおり、請

求人は、当該期間中、本市に主たる事務所を有していたものの、令和２年９

月から令和３年３月までの間、具体的な活動を行っていなかったことから、

均等割月数を５月と、均等割額を２０，８００円（法第３１２条第４項の規

定により均等割額（５０，０００円）に当該年度中において市内に主たる事

務所を有していた月数（５月）を乗じて得た額を１２で除して算定するとと

もに、法第２０条の４の２第３項の規定により１００円未満の端数を切り捨

てて計算するもの）と決定したものである。 

  (3) 本件決定処分における裁量権の行使について 

    行政不服審査法第１条の規定によれば、行政不服審査においては、行政庁   
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の違法にとどまらず、不当、すなわち、裁量権行使の妥当性についても審査

の対象となるところ、本件決定処分は、租税法律主義のもと処分の要件及び

効果が明確に定められており、処分庁の裁量が羈束され、裁量権の行使の余

地のないものである。 

  (4) よって、法及び条例の定めるところに従って行われた本件決定処分に、違   

法又は不当な点はない。 

 ３ 法人市民税の取扱いに関する通知について 

   法第２９４条第１項及び条例第２３条第１項の規定によれば、市内に事務所  

等を有する法人は、均等割額及び法人税割額の合算額により市民税が課される  

ものとされており、また、法第３２１条の８第１９項及び条例第４８条第１項

の規定によれば、公共法人等は、毎年４月３０日までに、前年４月１日から３

月３１日までの事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を市長に提

出しなければならないこととされている。 

   このような申告納付制度は、納税義務の確定については原則として納税者が  

責任を負い、納税者がこの責任を果たさない場合にはじめて課税庁が納税義務  

の確定について補充的な役割を果たすものであり、法及び条例の規定からは、

法人市民税の申告義務が請求人に課されていることは明らかである。 

   また、法第３２３条の規定によれば、市町村の条例の定めるところにより、  

市町村長は市町村民税を減免することが認められており、同条の規定に基づき、  

条例第５１条において市民税の減免について規定されている。同条第２項にお  

いては、市民税の減免を受けようとする場合は、当該者が、納期限までに申請

書を市長に提出しなければならないことが定められている。 

   一方、申告納付制度の趣旨に鑑みれば、処分庁は、納税義務の確定について  

あくまで補充的な役割を果たすものに過ぎず、ほかに処分庁が納税者にあらか  

じめ法人市民税の申告又は減免の申請を促すことについて法的な義務を負うこ  

とを定める規定はない。 
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   また、請求人は、平成３０年に本市に主たる事務所を移転した際に処分庁が  

法人市民税の取扱いに係る通知を請求人にせず、ゆえに請求人が法人市民税の  

減免を受けられなかったことから本件決定処分は不当であり、不服があるとい  

うことを主張するが、以上のとおり、法人市民税の申告を行うことは請求人自

身の義務であり、また、法人市民税の減免申請は請求人が自らの責任で行うも

のであることは明らかである。 

   さらに、処分庁は、法人市民税の申告を促す法的な義務を負うものではない  

ものの、川口市のホームページにおいて、行政情報の提供の一環として法人市

民税の取扱いについて掲載し、法人市民税の取扱いに関する情報の発信に努め

ている（川口市ホームページ「法人市民税の概要」）。 

   よって、処分庁が当該通知を行わなかったことに違法又は不当な点はない。 

４ 結論 

  以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第４５条第

２項の規定により、棄却されるべきである。

第６ 審査審議の経過

当審査会は、本件審査請求について、次のとおり審査審議を行った。

令和４年６月６日    諮問

令和４年６月２８日   審査

令和４年７月２８日   審査庁及び処分庁から意見聴取・審査

令和４年９月１２日   審査庁及び処分庁から意見聴取・審査

令和４年１０月１８日  審査

令和４年１２月６日   審査

令和５年２月８日    審査

令和５年４月５日    審査

令和５年６月２９日   審査
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令和５年８月２１日   審査

第７ 審査会の判断

１ 租税の減免についての租税法の基本的な理解は、それは、あくまでも個人的

な権利という点に求められている。それゆえ、例えば、更正の請求等も個人の

申請によることとされている。 

   以上のような理解から、公益等に因る課税免除を規定する地方税法第６条を

受け、条例第５１条第２項は「減免を受けようとする者は、納期限までに次に

掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して市長に提出しなければならない」と規定する。東京都等もほぼ同様の制

度をとっている。 

 ２ 確かに、大阪市のように、最初から免除するとの制度をとる地方公共団体も

ある（令和元年大阪市市税条例の改正では、第１９条の２で納税義務のない課

税免除制度を導入し、申請による減免制度を廃止した）が、条例で法律の上積

みをどの程度行うのかは、各地方公共団体の立法裁量事項であり、申請に基づ

かない課税免除規定の創設という上積みを市税条例上で行わないことそれ自体

が違法となるものではない。 

   本件では、申請それ自体が行われなかったものであり、処分庁に違法な点は

認められない。 

  他法人への課税事案で課税もれが発覚し、課税がなされた等の事情は、上記

の結論を左右するものではない。 

３ よって、本件決定処分については違法ないし不当な点は認められないことか

ら、本件審査請求については、審理員意見書のとおり棄却するのが妥当である。
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令和５年８月２１日 

川口市情報公開・個人情報保護等審査会 

委員（会長） 馬 橋 隆 紀 

委員     飯 塚   肇 

委員     田 村 泰 俊 


